
■教員組織

　上表の〔イ〕とは、短期大学設置基準第22条別表第1のイに定める学科の種類に応じて定める教員数、〔ロ〕とは、
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　及び〔ロ〕の欄の（　）には、短期大学設置基準第22条別表第1のイの備考第1号に定める教授数を記入。
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　上表の短期大学設置基準第22条別表第1のロに定める短期大学全体の入学定員に応じて定める教員数、上表の〔イ〕
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　※ 非常勤教員数について

　　　 健康生活学科健康栄養専攻及び健康生活学科健康スポーツ専攻は、各専攻ごとの非常勤教員数を意味する。

70歳以上
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◆専任教員の年齢構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年5月1日現在

平均年齢

48.3歳

 健康生活学科 27 301

◆教員一人当たりの学生数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年5月1日現在

教　員　数 学　生　数

◆教員組織・教員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年5月1日現在

48.2％ 51.8％

教員一人当たりの学生数

11.1人

◆専任教員と非常勤教員の比率　　　　　　　平成23年5月1日現在
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27 29


	Sheet1

